
金津本陣 IKOSSA に

歴史を学びにいこっさ！

真言宗の古刹・北潟安楽寺の仏教美術

第２回ふるさと講座

郷土歴史資料館 だより郷土歴史資料館 だより

開館時間  9 時 30 分 ～ 18 時（最終入館 17 時 30 分）
問合せ　☎ 73-5158　　  73-1038　　　maibun@city.awara.lg.jpFAX

郷土歴史資料館（金津本陣 IKOSSA ２階）
休館日　月曜日・第四木曜日（祝日の場合はその翌日）

　「歴史って実は結構更新されています」とお話しすると、「今
は『イイクニ (1192 年 ) 作ろう鎌倉幕府』ではないんですよね」
と反応する人も増えました。先人の研究の上に、新しい資料や
観点を積み重ねることで、一昔前まで当然と思われていた歴史
の記述ですら更新されることがあります。
　それは、地域の歴史でも同じです。友人と昔話をしたとき、
お互いの記憶が一致しない経験をした人は多いと思います。も
し、その状態で２人が自分の伝記を書き、それが地域の資料と
なって長い時間が流れたら、後世の人は２つの資料の矛盾点に
頭をひねることになります。
　このように資料の間に矛盾が生じることは、決して珍しい話
ではなく、私たち学芸員を悩ませるものですが、別の資料が出
てくることで、問題が解決する
こともあります。皆さんの自宅
に残された古い資料も、歴史を
変える１点かもしれません。古
い資料を見つけたら、郷土歴史
資料館までぜひご一報ください。

（学芸員　林淳）

◀ 詳しい情報は
こちら

　北潟地区の天王山安楽寺は、養老２年（718）泰
たいちょう

澄
によって開かれたと伝わる寺院です。古くから真言宗
の寺院として栄え、県指定文化財（彫刻）の金剛力士
像をはじめとする、隆盛期をしのばせる文化財が多く
残されています。
　講座では、同寺の仏画や、近年修理された仏像の調
査を通じて分かった新たな知見と仏教美術について、
お話しします。
と　き　２月 20 日（日）　13 時 30 分～
ところ　金津本陣 IKOSSA ３階　大ホール
講　師　福井市文化財保護課学芸員　藤川明宏 氏
入場料　無料
定　員　30 人

（事前申し込み）
※１月 18 日（火）

受け付け開始
申込み　郷土歴史資料館

☎ 73-5158

▲ 保管されている資料の一例

４月１日から成年年齢が
18 歳になります
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市民健診のお知らせ 学芸員コラム　第５回

歴史は更新されていくもの

▲ 天王山安楽寺

医療機関名 電話番号 特定・
後期健診

胃がん検診 肺がん検診
（結核検査を含む）

大腸がん
検診

子宮頸
けい

がん
検診

乳がん
検診Ｘ線

（バリウム検査） 内視鏡検査

奥村医院 73-0171 ● ●
金津産婦人科クリニック 73-3800 ● ● ●
加納病院 73-1001 ● ● ● ●
木村病院 73-3323 ● ● ● ● ● ●
国立病院機構あわら病院 79-1211 ● ● ● ● ●
坂井医院 77-3060 ● ●
坂井内科クリニック 77-1070 ● ● ●
汐見医院 73-0040 ● ● ●
柴田医院 78-6263 ●
西岡医院 77-2138 ●
藤田医院 78-7133 ● ● ●

指定医療機関
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付
）
支
給
対
象
児
童

② 

平
成
15
年
4
月
2
日
か
ら
平

成
18
年
4
月
1
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
児
童
で
、
保
護
者
の

所
得
が
児
童
手
当
（
本
則
給

付
）
の
対
象
と
な
る
金
額
と

同
等
未
満
の
人
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６
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子育て支援

商工労働 健康長寿 市民

子育て支援 消費者センター
だより
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　民法の改正により、令和４年４月１日から成年年齢が 20歳
から 18歳に引き下げられます。このため４月１日に 18歳に
達している人は成人として扱われ、自分の意思でさまざまな契
約ができるようになります。スマートフォンやクレジットカー
ド、車、賃貸アパートなどが一人で契約できる一方、未成年者
取消権（※）は使えなくなり、契約による責任を持つことにな
ります。
　世の中には多くの契約があります。成人になるのを待って高
額な契約を持ち掛ける悪質な業者が少なからずいます。一度成
立した契約は、原則として自分の都合だけでやめることはでき
ません。契約に関するルールを知り、本当に必要な契約か冷静
に考え判断すること、必要のない場合は断ることが大切です。
　次号では、若者に多い相談事例について紹介します。

（※）未成年者取消権…知識や経験の乏し
い未成年者は判断能力が未熟なため、法律
で保護されています。未成年者が契約をす
るには、原則として法定代理人（親権者や
未成年者後見人）の同意が必要です。法定
代理人の同意のない契約は、一定の場合を
除き取り消すことができます。
問合せ　消費者センター 

☎ 73-8017

総務

試験
区分

採用
人数

職務
内容 任期

事務 若干名 一般行政事務に
従事

令和４年４月１日～
令和６年３月 31 日

試験
区分 資格 年齢要件

事務 パソコンの基本操作
ができること

昭和 41 年４月２日
以降に生まれた人

7 6

注目情報


